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第１章 経営戦略の策定趣旨と位置づけ 

１．経営戦略の策定趣旨 

下⽔道は、町⺠の環境衛⽣の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共
⽤⽔域の⽔質の保全に資するために欠かすことが出来ない公共性、公益性の高い重
要な都市基盤施設です。 

本町の下⽔道事業は、特定環境保全公共下⽔道事業の 1 事業からなり、平成 16 年
より事業を開始しております。今後は、これまでに整備されてきた下⽔道施設の維
持管理や、⽼朽化更新といった事業に重点を置く経営が求められています。  

⼀⽅で、少⼦高齢化による⼈⼝減少、⽣活様式の多様化、省資源化など、社会情勢
の変化に伴い、下⽔道事業の経営にも大きな影響を及ぼすことが予想されています。 

このような状況に対応し、下⽔道施設や管渠の計画的な更新を進め、施設や管渠
の健全性を維持していくためには、組織や事務事業の効率化、施設管理の⾒直しな
ど、経営基盤強化のための取り組みを⼀層推進するとともに、投資費⽤の合理化を
踏まえ「投資試算」と「財源試算」を均衡させた収⽀計画を策定し、中⻑期的な視野
で事業経営に取り組んでいくことが重要です。 

平成 29 年 3 月に中⻑期的な経営の基本計画である「輪之内町下⽔道事業経営戦
略」を策定しましたが、策定から 8 年が計画したこと、令和 6 年度からは地⽅公営
企業法を適⽤し、企業会計による予算・決算を作成しており、事業を取り巻く環境が
大きく変化していることから、経営戦略を改定します。 
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２．位置づけ 

⼈⼝の減少や施設及び管渠の⽼朽化等、下⽔道事業を取り巻く環境は⼀段と厳し
さを増しており、そうした中で持続的・安定的な下⽔道事業を維持していくために、
平成 26 年 8 月総務省通知で「公営企業の経営に当たっての留意事項について」が
公表され、「経営戦略」を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの強化に取り
組むことが求められています。令和 4 年 1 月総務省通知で「「経営戦略」の改定推進
について」が公表され、策定された「経営戦略」をより質の高い経営戦略となるよ
う、改定することが求められています。 

また、会計制度についても「事業・サービスの拡充期」から「⼈⼝減少社会、イン
フラ強靭化・更新・縮⼩時代」に転換する中で、経営判断に必要な損益の認識、資
産・負債等を正確に把握する必要があることから、地⽅公営企業法改正に伴う新た
な会計制度が平成 26 年度より本格適⽤されています。 

本町においても、このような事業環境の変化に対応するため、令和 6 年度から下
⽔道事業にも地⽅公営企業法を適⽤し、事業の採算性の向上や⼈員配置の最適化な
どを通じた経営の効率化を図る必要があることから、中⻑期的な経営の基本計画で
ある「輪之内町下⽔道事業経営戦略」を改定します。 

なお「輪之内町下⽔道事業経営戦略」は、本町が令和７年３月に策定した「輪之内
⽤第 6 次総合計画後期基本計画及び第３次輪之内町まち・ひと・しごと創成総合戦
略」との整合性を図っています。 

 
 

３．計画期間 

総務省が⽰す「経営戦略策定ガイドライン」における「中⻑期的な視点から経営基
盤の強化等に取り組むことができるように、計画期間は 10 年以上を基本とする」
という考え⽅にもとづき、⻑期的な安定を⾒越した中で令和 8 年度から令和 17 年
度の 10 年を本計画の計画期間とします。 
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第２章 下水道事業の現状と課題 

１．事業の現況 

（１）事業の概要    

（令和 6 年度末現在） 

（２）使⽤料 

➀⼀般家庭⽤使⽤料体系の概要・考え方 
本町の下⽔道の使⽤料体系は図表 2-2 のとおりです。10 ㎥までの使⽤⽔量であ

れば、使⽤⽔量にかかわらず基本使⽤料は定額、使⽤⽔量が 10 ㎥を超える場合は、
使⽤した⽔量によって使⽤料単価が高くなる逓増制の使⽤料体系となっています。 

 
               （消費税 10％込） 

 ⽔量 料⾦ 

基本料⾦ 

（1 か月） 
10 ㎥まで 1,650 円 

超過料⾦ 

（1 ㎥につき） 

家庭⽤ 11 ㎥から 165 円 

営業⽤ 

11 ㎥から 

100 ㎥まで 
165 円 

101 ㎥以上 187 円 
図表 2-1 下⽔道使⽤料の体系  

 特定環境保全公共下⽔道事業 

供 ⽤ 開 始 年 月 ⽇ 平成 16 年度 

地方公営企業法の適用（全部・財務） 
管 理 者 の 有 無 

令和 6 年 4 月１⽇より 

地⽅公営企業法を全部適⽤（管理者非設置） 

計 画 処 理 ⼈ ⼝ 7,749 ⼈ 

処 理 区 域 内 ⼈ ⼝ 密 度 20.4/ha 

流 域 下 ⽔ 道 等 へ の 接 続 の 有 無 無 

処 理 区 数 1（輪之内処理区） 

処 理 場 数 1（輪之内浄化センター） 
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②使⽤料改定の状況 
本町は、平成 16 年度以降、消費税率の改定に伴う消費税額の増額を除いて、下⽔

道使⽤料等の改定は⾏っていません。 

 
③近隣市町との比較 

1 か月あたり 20 ㎥の使⽤料（税込）の状況を近隣団体と⽐較すると、図表 2-4
のとおり、本町の使⽤料は近隣団体平均と大きな差異はありません。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
※1:令和 7 年 10 月現在の 1 か月分（税込）の⾦額で⽐較 

図表 2-2 近隣団体との使⽤料の⽐較 
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（３）組織 

 【組織図】 
 
 
 
  
  
令和 7 年度の職員数及び年齢構成等は下記のとおりです。 

 
職員数（⼈） 平均年齢 

（歳） 事務・技術 検針 その他 合計 損益勘定所属職員 

1   １ １ 40〜49 

 
 職員の年齢構成（歳） 

計 
〜21 22〜29 30〜39 40〜49 50〜59 60〜 

事務・技術    1   1 

計    1   1 

 

２．⺠間活⼒の活⽤等 

下⽔処理場の維持管理に関して⺠間事業者に委託を⾏っています。 
PPP/PFI 等の⺠間活⽤や広域連携を国が推進していますので、県内や近隣団体の

情報収集を⾏っています。 

 
  

町⻑ 副町⻑ 建設課 下⽔道係 
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３．現状分析 

経営及び施設の状況を表す経営指標を活⽤し、⾃団体の経年⽐較や近隣・類似団体と
の⽐較により、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することができます。 

総務省から公表される経営⽐較分析表の主たる経営指標をもとに、本町下⽔道事業の
令和 6 年度決算について、県内の近隣４団体 (安八町・神⼾町・養⽼町・海津市)を⽐
較団体として抽出し、分析を⾏いました。 
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（１）経常収支比率 

算定式︓経常収益÷経常費⽤×100 
使⽤料収⼊や⼀般会計繰⼊⾦等の経常的な収益で、経常的な費⽤がどの程度賄われて
いるかを⽰します。 

※輪之内町の令和 2 年度〜令和 5 年度については、地⽅公営企業法の適⽤前のため、経常
収⽀⽐率と同趣旨の収益的収⽀⽐率（算定式︓総収益÷（総費⽤＋地⽅債償還⾦））を記
載しています。 

 
■経常収支比率の推移 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

84.9% 91.1% 84.9% 97.7% 106.9% 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表 2-3 経常収⽀⽐率の近隣団体⽐較（令和 6 年度） 
 

令和６年度の経常収⽀⽐率は、近隣団体の中では 2 番目に高い⽔準にあり、また、
100％を超えているため、適切な⽔準で運営できていることを⽰しています。しかし
ながら、経常収益の⼀部に、⼀般会計から繰⼊⾦を受け⼊れており、経常費⽤を使⽤
料収⼊等の事業で得られる収益だけでは賄うことができていません。 
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0.0%
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（２）水洗化率 

算定式︓水洗便所設置済⼈⼝÷処理区域内⼈⼝×100 
処理区域内で実際に下⽔道に接続している⼈⼝の割合を⽰します。 

 
■水洗化率の推移 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

47.2% 49.2% 50.7% 51.9% 53.1% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 2-４ ⽔洗化率の近隣団体⽐較（令和 6 年度） 

 

令和６年度の⽔洗化率は 53.1％であり、令和 2 年度からの 5 年間で 5.9％増加し
ました。 
近隣団体との⽐較では、最も低い⽔準にありますので、引き続き下⽔道への接続を

推進する取組が必要です。 
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（３）経費回収率 

算定式︓下水道使⽤料÷汚水処理費(公費負担分を除く)×100 
汚⽔処理に要した費⽤が、使⽤料収⼊によりどの程度回収されているかを⽰します。
汚⽔処理に係る全ての費⽤を使⽤料収⼊によって賄うことが原則となります。 

 

■経費回収率の推移 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 

64.6% 77.0% 64.2% 79.1% 67.4% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表 2-5 経費回収率の近隣団体⽐較（令和６年度） 
 

令和６年度の経費回収率は、近隣団体の中では３番目であり、中間に位置していますが、経
費回収率の理想的な水準である 100％を大きく下回っています。そのため、使用料で賄うべき汚水
処理費に対して、一般会計からの基準外繰⼊⾦など、使用料以外の収⼊を充当している状況で
す。 
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（４）経費回収率の内訳 

経費回収率は、使⽤料に対して、汚⽔処理原価がどの程度発⽣しているかを⽰す指標
であるため、使⽤料単価と汚⽔処理原価に分解すると、使⽤料の単価が汚⽔処理原価に
占める割合を把握することができます。 
 
■汚水処理原価 
算定式︓汚水処理費（公費負担分を除く）÷有収水量 
有収⽔量 1 ㎥当たりどの程度の経費が汚⽔処理に要するかを⽰します。 

 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度※ 

269 円/㎥ 226 円/㎥ 272 円/㎥ 220 円/㎥ 237 円/㎥ 
 

■使⽤料単価 
算定式︓使⽤料収⼊÷有収水量 
有収⽔量 1 ㎥当たりのどの程度の使⽤料収⼊を得ているかを⽰します。 

 

令和 
２年度 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度※ 

174 円/㎥ 174 円/㎥ 174 円/㎥ 174 円/㎥ 160 円/㎥ 

※令和 6 年度︓地⽅公営企業法を適⽤したことにより、消費税抜の単価に変更されました

（令和 2 年度から令和 5 年度は税込単価での表⽰）。 
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図表 2-6 汚⽔処理原価及び使⽤料単価の近隣団体⽐較（令和 6 年度） 
 

本町では汚⽔処理原価に対して使⽤料単価は 60〜70％程度の状況です。そのため、
発⽣した経費を使⽤料で賄うことができず、⼀般会計からの繰⼊⾦を受け⼊れざるを得
ない状況です。 

近隣団体と⽐較すると、使⽤料単価に大きな差異はありませんが、⼀番低い単価とな
っています。これに対して、汚⽔処理原価は 3 番目に高い単価となっていますので、汚
⽔処理原価はやや高い⽔準にあります。 

経費回収率の理想の⽔準は 100％であり、現状は使⽤料単価よりも汚⽔処理原価が
上回っているため、汚⽔処理費を削減する、使⽤料収⼊を増加する等により改善してい
く必要があります。 
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（５）施設利⽤率 

算定式︓晴天時⼀⽇平均処理水量÷晴天時現在処理能⼒×100 
施設・設備が⼀⽇に対応可能な処理能⼒に対する、⼀⽇平均処理⽔量の割合であり、
施設の利⽤状況や適性規模を判断する指標です。 

 

■施設利⽤率の推移 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 

５年度 
令和 

６年度 

35.4% 36.8% 39.1% 42.2% 42.6% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-7 施設利⽤率の近隣団体⽐較（令和 6 年度） 
 

施設利⽤率は、近隣団体と⽐較して中間に位置しています。下⽔道利⽤者が増加す
ると施設利⽤率も上昇しますので、(2)⽔洗化率で記載のとおり、下⽔道への接続者
を増やすための取組を継続していきます。 
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第３章 将来の事業環境 

１．⾏政区域内⼈⼝と水洗化⼈⼝の予測  

本町の⾏政区域内⼈⼝は、令和２年度の 9,571 ⼈から令和６年度には 9,043 ⼈
と 5.5％減少しています。今後も、⼈⼝減少は進むことが予測されるため、処理区
域内⼈⼝も緩やかに減少する⾒込みとなっており、令和 17 年度末には 8,704 ⼈を
⾒込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 3-1 ⾏政区域内⼈⼝の⾒通し 
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⾏政区域内⼈⼝は減少傾向にあるものの、３．(2)⽔洗化率のとおり、下⽔道の接
続者は増え続けており、今後も増加していくことを⾒込んでいます。 

接続者が増えることによって、使⽤料収⼊の増加、施設稼働率の上昇等の経営改
善にもつながりますので、令和 17 年度までの 10 年間で⽔洗化⼈⼝ 5,520 ⼈、⽔
洗化率 74.0%を目指していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3-2 ⽔洗化⼈⼝の⾒通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-３ ⽔洗化率の⾒通し  
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２．有収水量の予測  

有収⽔量は、⽔洗化⼈⼝の増加に伴い、令和２年度の 502.7 千㎥から令和６年度
には 614.9 千㎥と 22.3％増加しました。今後も⽔洗化⼈⼝の増加により、令和 17
年度には 827.0 千㎥まで増加することを⾒込んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3-4 有収⽔量の⾒通し 
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３．使⽤料収⼊の予測  

 下⽔道への接続者である⽔洗化⼈⼝の増加によって有収⽔量が増加しますので、
使⽤料収⼊も増加することを⾒込んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3-5 使⽤料収⼊の⾒通し 

４．施設の⾒通し  

処理場については、建設から約 20 年経過したため、設備の更新時期を迎えまし
た。ストックマネジメント計画に基づいて、処理設備の更新は概ね完了したため、当
計画期間内に機械設備の更新を予定しています。あわせて、処理場施設の計画的な
維持修繕も⾏っていきます。 

管渠については、法定耐⽤年数が 50 年であり、供⽤開始から 20 年とまだ⽇が浅
く、当⾯更新の必要に迫られことはないと考えています。しかしながら、将来の大型
地震の発⽣に備えて耐震化計画に基づき、管路等の耐震化を進めていきます。 

５．組織の⾒通し  

今後計画される施設・管渠の更新の進捗状況及び施設の維持管理等業務内容に対応
できる適正な職員の配置を検討します。 
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第４章 経営の基本方針 

現在の経営状況は、汚⽔処理原価に対して使⽤料収⼊が賄えていない状況であり、
引き続き下⽔道への接続を推進する取組みによって使⽤料収⼊を増やすことが重要
な課題となっています。また、処理場の安定稼働のために、耐⽤年数を超えた設備等
の適時の更新も必要な時期にきています。 

こうした状況に対応するため、将来の収⽀シミュレーションを策定し、事業の計
画的かつ効率的な推進を図ることとしています。 

下⽔道への接続者を増やすことを優先しているため、計画期間の 10 年間において
は使⽤料の改定は⾒込んでいませんが、定期的に経営計画を⾒直し・検討する中で、
企業努⼒をしてもなお投資等の財源確保が必要と認められる場合は、随時使⽤料の
⾒直しを検討していきます。 
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第５章 投資・財政計画（収支計画） 

１．投資・財政計画（収支計画）  

将来推計に当たっては以下の前提をおいて推計しています。 
 

収益的収支 
収支項目 推計の主な前提 

収
⼊ 

使用料収⼊ 有収水量の予測に使用料単価を乗じて推計 

他会計補助⾦ 
基準内︓令和６年度における繰出基準に基づき推計 
基準外︓経常収益では賄うことのできない経常費用を充足できない分

を基準外繰⼊⾦として推計 
⻑期前受⾦戻⼊ 過去の投資状況及び今後の計画内容を踏まえ、個別に推計 
その他 過年度の実績を踏まえ算定 

支
出 

職員給与費 令和 6 年度における⾦額を計画期間においても据置 
経費 過年度の実績に物価上昇率 2％を⾒込んで推計 
減価償却費 過去の投資状況及び今後の計画内容を踏まえ、個別に推計 
支払利息 新規企業債の支払利息 2.5％により推計 
その他 過年度の実績を踏まえ算定 

 
資本的収支 

収支項目 推計の主な前提 

収
⼊ 

企業債 過去の投資状況及び今後の計画内容を踏まえ、個別に推計 

他会計出資⾦ 
基準内︓収⼊をゼロとして推計 
基準外︓収支不足額に充当する額を推計 

他会計補助⾦ 
基準内︓収⼊をゼロとして推計 
基準外︓過去の投資状況及び今後の計画内容を踏まえ、個別に推
計  

⼯事負担⾦ 過去の投資状況及び今後の計画内容を踏まえ、個別に推計 
国庫補助⾦ 補助⾦の対象事業を⾒込んで個別に推計 
その他 過年度の実績を踏まえ算定 

支
出 

建設改良費 過去の投資状況及び今後の計画内容を踏まえ、個別に推計 
企業債償還⾦ 企業債の元利償還⾒込み及び新規発⾏は償還期間 30 年で推計 
その他 過年度の実績を踏まえ算定 
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２．投資・財政計画の策定に当たっての説明   

 

（１）投資計画 

➀投資計画の基本方針 
 

目標 
・⽔洗化率︓令和 17 年度 74.0％ 
・耐震化率︓令和 17 年度 100.0％ 

 
下⽔道は町⺠⽣活における環境衛⽣の向上と便利で快適な暮らしに欠かすことの

できない重要な社会インフラであり、令和３年度に町内全域の⾯整備を終え、これま
で適正な維持管理に努めてきました。 

しかしながら、令和 6 年度時点の⽔洗化率は 53.1%に留まっており、施設の⽼朽
化や物価高騰等による更新・維持管理費⽤の増加など、事業経営を取り巻く環境は
年々厳しさを増しています。 

こうした環境のもとで、⽼朽化した資産の更新を優先的に⾏いつつ、「上下⽔道耐
震化計画」に基づき、避難所等の重要施設に接続する下⽔道管路等の耐震化率を令
和 5 年度末 98.3%から令和 17 年度 100%を目指します。 

また、⽔洗化率の上昇に向けて、下⽔道対象地域の町⺠に対して下⽔道へ接続し
てもらえるように啓蒙活動を継続し、令和 17 年度に⽔洗化率 74.0%の達成を目指
します。  
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②計画期間内に実施する投資の試算 
 
前ページの投資目標につき、今後計画期間内に実施を予定している主な投資は以下の

通りです。 
投資施設 内容 実施時期の目途 

処理場 

機械設備更新⼯事 令和８年度 

2 号・3 号主ポンプ 
オーバーホール⼯事 令和８年度〜令和 10 年度 

2 号返送汚泥ポンプ 
更新⼯事 令和８年度 

除塵機更新⼯事 令和 10 年度 

管渠 
耐震化⼯事 令和 8 年度〜令和 14 年度 

更新⼯事 令和８年度〜令和 17 年度 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図表 4-1 今後の投資予定額 
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（２）財政計画 

➀財政計画の基本方針 
 

目標 経費回収率︓令和 17 年度 100.0％ 

 
令和６年度の経費回収率は 67.4％と、100％を大きく下回っており、近隣⾃治体

と⽐較しても高いとは言えない⽔準です。今後は 100％に近付けるよう、経費削減
などの効率的な経営への取組を⾏うとともに、定期的に使⽤料⽔準のあり⽅を検討
していくことが必要となっています。 

 

②財政確保のための取り組みの内容 
ア．使⽤料収⼊に関する項目 

「輪之内町第六次総合計画」における将来⼈⼝推計をもとに、今後の⼈⼝減少など
に伴う使⽤料収⼊への影響を考慮するとともに、⽔洗化率の上昇も加味したうえで将
来推計を⾏いました。公共下⽔道の管渠整備は令和３年度に完了しており、新規整備
は予定していませんが、下⽔道への接続者の増加に伴って⽔洗化率が上昇するため、
使⽤料収⼊は増加していく⾒込みです。 

⼀⽅で、事業運営の安定化のためには、使⽤料収⼊を確保することが重要となり
ますが、現時点の⽔洗化率は 53％であり、まずは下⽔道への接続者を増やして使⽤
料収⼊の増加を図る段階にあります。そのため、利⽤者の負担を増やすような使⽤
料改定については積極的に検討していません。しかしながら、今後の⼈⼝減少の進
展、⽔洗化率の伸び率、更新投資費⽤等を勘案しながら、適切な使⽤料⽔準について
検討していきます。 

 
イ．企業債・資⾦に関する項目 

建設改良費の財源として企業債を新規に発⾏していきます。計画期間内において
は、建設改良費の 40〜50％程度を財源としていく予定です。 

資⾦残高は、計画期間内において資⾦不⾜が起きない最低限の残高を確保してい
ます。 
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ウ．繰⼊⾦に関する項目 

総務省の繰出基準に基づく基準内繰⼊⾦と、当基準外として経常収益では賄うこ
とのできない経常費⽤を収益的収⼊として受け⼊れます。また、資本的収⼊では、建
設改良費のうち、⼀般会計繰⼊⾦を財源とする部分を基準外繰⼊⾦として受け⼊れ、
年度の収⽀不⾜額を充当するために他会計出資⾦を受け⼊れます。 

 
エ．経費に関する項目 

経費は今後も物価が上昇すると⾒込んでるため、財政計画では物価上昇率として
2％を⾒込んで推計しています。物価上昇を反映するため、経費は年々増加し、汚⽔
処理原価も増加することから、⽔洗化率の上昇による使⽤料収⼊の増加で経常費⽤
を賄うことを予定していますが、各経費についても経費削減を⾏うよう努めます。 

 

（３）その他の取り組みの内容 

包括⺠間委託、指定管理者制度、PPP・PFI など⺠間活⽤に関しては、導⼊による
メリット・デメリットを踏まえて、その可能性を検討していきます。 

 
上述の前提条件や各目標を踏まえた下⽔道事業全体の投資・財政計画は、次のとおり

です。 
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＜投資財政計画（収益的収⽀）＞  
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＜投資財政計画（資本的収⽀）＞



第６章 経費回収率向上に向けたロードマップ 
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経営指標の目標値 

第６章 経費回収率向上に向けたロードマップ 

１．下水道事業における経営戦略の目標  

経営戦略推進のため、各指標における目標値を設定しました。この指標は目標値
のため、第５章に記載した投資・財政計画シミュレーションとは⼀部整合していま
せん。 

 
 

 

  

指標 意 味 令和６年度 
(実績) 

令和 12 年度 
(目標) 

令和 17 年度 
(目標) 

水洗化率 施設の効率性 53.1% 64.0％ 74.0% 

経費回収率 経営の効率性 67.4% 91.5％ 100.0% 
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２．経費回収率向上に向けたロードマップ  

国⼟交通省より、「社会資本整備交付⾦交付要綱の改正について」（令和２年３月
31 ⽇国官会第 29901 号）及び「下⽔道事業における収⽀構造適正化に向けた取組
の推進についての留意事項」（国⼟交通省事務連絡令和２年７月 22 ⽇）が出されま
したので、同⽂書に基づき経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に⽰しま
す。 

  
（年度） 

  
令和

8 

令和

9 
令和

10 
令和

11 
令和

12 
令和

13 
令和

14 
令和

15 
令和

16 
令和

17 

経営戦略更新                   

使⽤料改定の必要性検討         ★     ★ 

目標指標の評価           

現状分析           

 
モニタリングについては、毎年度の決算時期に、実績値を⽤いた事後的検証を実

施し、収⽀実績と⾒通しとの乖離の確認、取組効果の確認等を⾏います。本町におい
ては第５章で説明したように下⽔道への接続者を増やして使⽤料収⼊の増加を図る
段階にあります。接続者数の状況をモニタリングし、接続者の増加を促すような取
組みを図りながら、使⽤料改定については、その必要性を 5 年に 1 回は検討してい
きます。

中間⾒直し 次期計画策定 

毎年度、継続したモニタリングを実施 

毎年度、継続したモニタリングを実施 
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•事業の実施•進捗状況の検証・評価

•経営戦略の策定•方策の⾒直し・改善

Action
【改善】

Plan
【計画】

Do
【実施】

Check
【評価】

第７章 経営戦略の事後検証・更新等 
 
経営戦略の推進のため、年度ごとに目標指標の達成状況を把握することで進捗管

理を⾏います。 
また、３年から５年に１度は、経営戦略における投資・財政計画と実績とのかい離

及びその原因を分析し、その結果を経営戦略等に反映させる「計画策定（Plan）-実
施（Do）-検証（Check）-⾒直し（Action）」を導⼊し、目標の達成状況や改定した
経営戦略をホームページ等で公表していきます。 

 
 
 

 


